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特集
  震災で見えてきた

　　  企業法務の問題点

▼
▼
急
が
れ
る
が
れ
き
処
理
▲
▲

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
地
震
や
津
波
で
深
刻

な
被
害
を
受
け
た
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県

の
沿
岸
部
だ
け
で
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
一

・
六
倍
を
超
え
る
計
二
三
八
二
万
ト
ン
の
が
れ

き
が
発
生
し
自
治
体
が
処
理
を
急
い
で
い
る
。

　

政
府
は
二
〇
一
二
年
三
月
末
ま
で
に
が
れ
き

を
す
べ
て
仮
置
き
場
に
移
し
、
二
〇
一
四
年
三

月
末
ま
で
に
埋
め
立
て
な
ど
に
よ
る
最
終
処
分

を
終
え
る
処
理
方
針
を
ま
と
め
、
財
政
的
に
も

支
援
す
る
考
え
だ
。
し
か
し
、
量
の
多
さ
に
加

え
て
ア
ス
ベ
ス
ト
な
ど
有
害
物
質
を
含
む
震
災

が
れ
き
も
多
く
、
ど
こ
ま
で
処
理
で
き
る
か
は

未
知
数
だ
。

▼
▼
廃
棄
物
の
内
容
▲
▲

　

三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
国
内
観
測
史
上
最

大
と
な
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
の
地
震
と

巨
大
津
波
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
は
東
日

本
の
一
二
都
道
県
で
計
二
万
三
七
七
三
人
（
五

月
三
一
日
警
察
庁
ま
と
め
）、
五
万
五
千
戸
以

上
の
家
屋
が
全
半
壊
し
た
。
民
間
企
業
設
備
、

住
宅
や
道
路
な
ど
の
直
接
的
な
損
害
だ
け
で
も

一
六
兆
〜
二
五
兆
円
に
上
る
と
推
計
さ
れ
る
。

　

津
波
に
よ
っ
て
浸
水
し
た
面
積
は
、
国
土
地

理
院
に
よ
る
と
、
青
森
か
ら
千
葉
ま
で
の
六
県

六
二
市
町
村
で
合
計
五
六
一
平
方
キ
ロ
（
Ｊ
Ｒ

山
手
線
内
側
面
積
の
九
倍
相
当
）
に
上
る
。

　

こ
の
津
波
と
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
が
、
が
れ
き
処
理
を
難
し
く
し
て

い
る
大
き
な
要
因
だ
。
し
か
し
松
本
龍
環
境
相

が
「
が
れ
き
処
理
が
遅
い
と
い
う
こ
と
は
、
国

と
し
て
政
府
と
し
て
責
め
を
負
い
ま
す
が
、
と

に
か
く
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
や
っ
て
く
れ
。

自
治
体
が
一
番
困
っ
て
い
る
、
被
災
者
が
一
番

困
っ
て
い
る
」
と
話
す
よ
う
に
、
震
災
が
れ
き

の
処
理
は
復
興
に
向
け
て
急
ぐ
べ
き
最
大
の
課

題
だ
。

　

震
災
が
れ
き
の
内
容
は
、
津
波
で
流
さ
れ
た

住
宅
の
柱
な
ど
木
質
系
廃
棄
物
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
く
ず
が
中
心
だ
が
、
中ち
ゅ
う
ひ
し
ゅ

皮
腫
を
引
き
起
こ
す

ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
む
建
材
、
人
体
に
有
害
な
ポ

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
を
使
っ
た
ト

ラ
ン
ス
（
変
圧
器
）
な
ど
の
電
気
機
器
、
法
で

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
と
し
て
い
る
自
動
車
と
テ
レ

ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
家
電
四
品
目
に
加
え
て
、
冷

凍
庫
が
被
災
し
た
た
め
腐
っ
た
魚
な
ど
の
有
機

物
、
津
波
で
打
ち
上
げ
ら
れ
た
船
舶
、
ガ
ス
ボ

ン
ベ
や
消
火
器
類
な
ど
危
険
物
、
金
属
く
ず
、

タ
イ
ヤ
や
畳
な
ど
処
理
困
難
物
と
さ
ま
ざ
ま
だ
。

　

環
境
省
が
五
月
一
六
日
に
出
し
た
「
東
日
本

大
震
災
に
係
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
指
針
（
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）」
で
は
、
が
れ
き
の
処
理
を
原

則
三
年
間
で
終
了
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
図
表

１
）
を
示
し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
現
在
住
民
が
生
活
を
営
ん
で

い
る
場
所
の
近
傍
に
あ
る
も
の
は
二
〇
一
一
年

八
月
、
そ
れ
以
外
は
二
〇
一
二
年
三
月
末
ま
で

に
仮
置
き
場
に
移
動
、
二
〇
一
四
年
三
月
末
ま

で
に
中
間
処
理
や
埋
め
立
て
な
ど
の
最
終
処
分

を
終
え
る
。
ま
た
腐
敗
性
の
あ
る
廃
棄
物
は
速

や
か
に
処
分
と
し
、
木
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

く
ず
な
ど
再
生
利
用
を
予
定
し
て
い
る
も
の
は
、

劣
化
や
腐
敗
な
ど
が
生
じ
な
い
期
間
で
再
生
利

用
の
需
要
を
踏
ま
え
な
が
ら
適
切
な
期
間
を
設

定
し
て
処
理
す
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
環
境
省
は
、
地
元
で
す
べ
て
を
処
理

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
他
の
自
治
体
の
支

援
を
求
め
て
お
り
、
五
月
一
一
日
現
在
、
四
一

都
道
府
県
の
自
治
体
な
ど
が
、
が
れ
き
を
受
け

入
れ
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
受
け
入
れ
可
能
な
量
は
紙
く
ず
な
ど

可
燃
物
の
焼
却
処
理
が
年
間
二
九
〇
万
ト
ン
、

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
破
砕
処
理
が
七
〇
万
ト
ン
、

図表１　災害廃棄物処理に向けたスケジュール ど
う
す
る

災
害
廃
棄
物

東
日
本
大
震
災
で
は
深
刻
な
被
害
と
と
も
に
、
膨
大
な
災
害
廃
棄
物
が
発
生
し
た
。

経
済
復
興
へ
向
け
て
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
く
の
か
、

事
業
者
側
の
対
応
を
含
め
、
詳
説
す
る
。 
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理
作
業
の
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と
課
題
に
迫
る

3月 4月 5月 6月 7月 8月 23年度 24年度 25年度
26年度
以降

１． 避難施設・居住地の近傍の廃棄物
（生活環境に支障が生じる廃棄物）
等の処理

２．上記以外の廃棄物の処理

３．地域の実情に応じた処理体制の整備

４．処理の推進に向けた支援

出典：マスタープラン　環境省

劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用
の需要を踏まえつつ適切な期間を設定

仮置場の確保

収集

中間処理

最終処分

仮置場の確保

木くず、コンクリートくずの再生利用

中間処理

収集

最終処分

マスタープラン
策定

処理実行計画
策定

進捗管理廃棄物量調査

劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用
の需要を踏まえつつ適切な期間を設定

木くず、コンクリートくずの再生利用

協議会の設置・運営

国、研究所等による支援
（財政的支援、損壊家屋等の撤去等に関する指針、
損壊家屋等の処理の進め方指針（骨子案）、各種事務連絡等）


